
 

 

平 成 2 8 年 6 月 2 1 日 

株式会社日本政策金融公庫 
東 京 支 店 中 小 企 業 営 一 事 業 

日本政策金融公庫（略称：日本公庫）東京支店中小企業営一事業は、株式会社ママスクエア（所在：東京都

港区、社長：藤代 聡）に対して、特別融資制度「新事業育成資金」を適用し、１億円の融資を実施しました。 
 

  「新事業育成資金」は、高い成長性が見込まれる新事業に取り組む中小企業を支援するための特別融資制度

です。同制度では、融資と同時に当公庫が新株予約権を取得し、株式公開を目指す中小企業者の必要な資金を無

担保で供給できる「新株予約権付融資」のほか、中小企業者の財務体質の強化を図るために資本性資金を無担

保・無保証で供給する「資本性ローン」も取扱っており、本件では両制度を組み合わせて適用しています。 
 

株式会社ママスクエアは、都市部郊外のショッピングセンター内に託児スペースを併設したワーキングスペ

ース「ママスクエア」を確保したうえ、働く意欲はあるものの、育児のために就労が困難となっているママを

採用し、企業からＢＰＯ（※）を請負っているベンチャー企業です。 

（※）ビジネス・プロセス・アウトソーシング：企業内部にて行われるコールセンター業務等を外部企業へ委託することを指す。 

託児スペースには、保育士の資格を持つスタッフが常駐しており、ママは併設する託児スペースに子供を預

けながら仕事をすることができます。これにより、働く意欲はあるものの、育児により就労が困難となってい

るママをワーキングスタッフとして採用するビジネスモデルを確立しました。このたびの融資は、本新事業の

拡大に必要な運転資金を供給するものです。 
 

日本公庫は、国の施策に基づく政策金融機関として、今後とも本融資制度を活用し、新事業に取り組む中小

企業者を積極的に支援していきます。 
 

＜融資先の概要＞ 

企 業 名  株式会社ママスクエア 代 表 者 藤代 聡 

住   所 東京都港区三田 3-4-6 業    種 その他のサービス業 
 

■ 働く意欲はあるものの、育児のために就労が困難となっているママをワーキングスタッフとして採用し、企業からＢＰ

Ｏを受託するベンチャー企業。このサービスを実現すべく、当社では都市部郊外のショッピングセンター内に託児スペー

スを併設したワーキングスペース「ママスクエア」を立ち上げた。現在は 6店舗体制となっている。 

■ ママは保育園に子供を預ける必要なく、子供のそばで安心して働くことができる。また、勤務体系はシフト制で短時間

勤務（１日３～５時間程度）が可能のため、自分の希望に合った働き方ができる。 

■ 育児により就労が困難となっているママを採用するビジネスモデルを確立したことで、企業の人材採用は困難な状況と

言われている中で、当社では能力に優れた人材を高い募集倍率の中から選んで採用できる環境を築いている。 

■ 現在はＢＰＯの受託事業を中心としているが、今後は、民間企業・行政と提携し、託児サービスのみを請負う事業も推

進することで高い成長を目指している。 

「株式会社ママスクエア」へのお問い合わせ TEL：03-5443-2160（担当：門田・黒田） 

 

 

株式公開を目指すベンチャー企業に「新事業育成資金」を適用 
 

～ ママが子供と離れずに働けるワーキングスペース「ママスクエア」を展開するベンチャー企業を支援 ～ 

＜お問い合わせ先＞ 株式会社日本政策金融公庫 東京支店 中小企業営一事業（担当：土屋・岡田） 

          ℡：03-3270-1282 
 



「新事業育成資金」の概要 

（取扱事業：中小企業事業） 
 

 制度概要 

融資対象 

高い成長性が見込まれる新たな事業を行う中小企業であって、次の１～３の全てに当て

はまるかた。 

１.新たな事業を事業化させて７年以内のかた。 

２.次のいずれかに該当するかたなど。 

①成長新事業育成審査会から事業の新規性・成長性について認定を受けたかた。 

②他の企業において活用されていない知的財産権を活用して行う事業、国の試験研究

機関等の開発した技術の移転を受けて行う事業等、技術・ノウハウ等に新規性がみ

られる事業を行うかたであって、一定の製品化及び売上が見込めるかた。                      

３.将来性が認められ、円滑な事業の成長が期待できるかた。 

資金使途 新たな事業を行うために必要な設備資金及び長期運転資金 

融資限度 ６億円 

融資期間 
設備資金 ２０年以内（うち据置５年以内） 

運転資金  ７年以内（うち据置２年以内） 

融資利率 
特別利率③(上限３％) 

※適用利率は、信用リスク・融資期間等に応じて所定の利率が適用されます。 

その他 当公庫では、融資後も、経営課題についてきめ細かいアドバイスを行います。 

 
 
 

新株予約権付融資（株式公開基準）について 

 

新株予約権付融資は、申込企業が新たに発行する新株予約権を当公庫が取得し、必要な資金を供給する仕組み（新た

に発行される普通社債の取得又は貸付のいずれかによる）です。 

 制度概要 

融資対象 新事業育成資金の融資対象先であって、融資期間内に株式公開を目指すかた。 

融資限度 

１億２千万円（本制度の貸付け及び社債の合計の限度額は６億円）。 

ただし、取得する新株予約権は、原則として、新株予約権を行使したものとして算出され

る株式数が、発行済株式総数を超えないものとします。 

融資期間 ７年以内 

融資利率 基準利率(上限３％) 

担保条件 無担保 

売却条件 
当公庫は、新株予約権を行使せず、原則として、株式公開時に、時価で経営者又は経営

者があっせんしたかたに新株予約権を売却します。 

 

 

 

参 考 



 

 

「挑戦支援資本強化特例制度」（資本性ローン）の概要 

（取扱事業：国民生活事業・中小企業事業） 

 

 

融資対象者  

 創業・新事業展開・事業再生等に取り組む中小企業・小規模事業者であって、地域経済の活性化

のために、一定の雇用効果（新たな雇用または雇用の維持）が認められる事業、地域社会にとって

不可欠な事業、技術力の高い事業などに取り組む方 

融資限度額  

【国民生活事業】 1社あたり 4,000万円（但し、事業承継・集約・活性化資金（企業活力強化貸付） 

         については、１社あたり別枠 4,000万円） 

【中小企業事業】 1社あたり 3億円 （但し、事業承継・集約・活性化資金（企業活力強化貸付） 

         については、１社あたり別枠３億円） 

融資期間  
【国民生活事業】5年 1ヵ月以上 15年以内（期限一括償還） 

【中小企業事業】5年 1ヵ月・7年・10年・15年（期限一括償還） 

利   率 

【国民生活事業】融資後１年ごとに直近決算の業績に応じて、３区分の利率が適用されます。 

期間 5年１ヵ月以上 7年以内：5.50％、3.20％、0.90％ 

期間 7年超 9年以内        ：5.85%、3.40%、0.90% 

期間 9年超 12年以内        ：6.25%、3.60%、0.90% 

期間 12年超 15年以内       ：6.50%、3.70%、0.90% 
 

【中小企業事業】適用した融資制度に基づき、融資後１年ごとに直近決算の業績に応じて、３区分

の利率が適用されます。 

＜新企業育成貸付            ＜企業再生貸付を適用した場合＞ 

又は企業活力強化貸付を適用した場合＞      

期間 5年 1ヵ月：4.25％、3.20％、0.40％ 期間 5年 1ヵ月：5.70％、4.05％、0.40％ 

期間 ７年：4.75％、3.60％、0.40％   期間 ７年：5.80％、4.15％、0.40％ 

期間 10年：5.10％、3.85％、0.40％   期間 10年：5.85％、4.20％、0.40％ 

期間 15年：5.40％、4.10％、0.40％   期間 15年：5.95％、4.30％、0.40％ 

 

担保・保証人 無担保・無保証人  

その他  

・本特例による債務については、金融検査上、自己資本とみなすことができます。 

・本特例による債務については、法的倒産手続きの開始決定が裁判所によってなされた場合、全て

の債務（償還順位が同等以下とされているものを除く）に劣後します。 

・四半期毎の経営状況のご報告等を含む特約の締結や、公庫が適切と認める事業計画書を提出して頂き

ます。 

・期限前弁済は、原則として認められません。 

・一部適用できない融資制度があります。 

 

参 考 


